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報告第３号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事

項に関する条例（平成１７年条例第９号）第１号の規定により、次のとおり専決処

分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

  令和８年２月２５日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 

 

   専 決 処 分 書 

 損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）第

１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和８年２月１９日 

唐津市長 峰  達 郎 

 

１ 事故の内容 

  県道上における観光課庁用車の自動二輪車との接触による物損事故 

２ 事故発生年月日 

  令和７年５月３日 

３ 事故発生場所 

  佐賀県唐津市鎮西町横竹交差点付近の県道肥前呼子線道路上 

４ 損害賠償の額 

  金８６，１３２円 

５ 損害賠償及び和解の相手方 

  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

  １１１１１１１ 

６ 和解の要旨 

(1) 唐津市は、５の損害賠償及び和解の相手方に対し４の損害賠償の額を支払う。 
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(2) 今後本件に関しては、双方とも裁判上又は裁判外において一切異議申立て、 

請求を行わないことを相互に確認する。 
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